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議題４（委員会決裁事項（規則第３条第１号））

エンパワメントスクールにおける平成 27 年度入学者選抜について

 エンパワメントスクールにおける平成 27年度入学者選抜の考え方、選抜資料、

時期について、次のとおりとする。

  平成 26 年３月 25 日 

大阪府教育委員会

＜参考＞ 

〔根拠規定〕 

 大阪府教育委員会事務決裁規則 

 （委員会決裁事項） 

 第三条 委員会が会議の議決により決裁する事項は、次のとおりとする。 

  一 教育に関する基本計画の策定に関すること並びに重要な条例案の立案 

   その他の委員会の事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 



４－２ 

エンパワメントスクールにおける平成 27 年度入学者選抜（案）について 

○ 選抜の考え方 

・学力だけでなく、「当該校への進学及び当該校での学習意欲」を積極的に評価 

○ 選抜資料 

・「調査書」、「学力検査（国語、数学、英語）」に加え、「自己申告書」、「面接」 

○ 選抜時期 

・前期入学者選抜で実施 

  ※ 選抜制度全体については、平成 28 年度選抜から抜本的な制度改善を検討しており、

エンパワメントスクールにおける入学者選抜についても、その際に変更する可能性

あり。 

【参考】エンパワメントスクールの概要 

○ 基本的な考え方 

・ 生徒の「わかる喜び」や「学ぶ意欲」を引き出すため、義務教育段階からの「学び直し」

のカリキュラムを徹底する。 

・ 社会人基礎力を身に付けさせるため、経済界等からの聴き取りを参考に、正解が１つでな

い問題を考える授業や体験型の授業を重視する。 

○ 規模及び配置 

・ 各校の募集生徒数は、原則として 1学年 200 人程度とする予定 

・ 府内の各地域から通学できるよう、地域バランスを考慮し、鉄道等の公共交通機関の状況

をも勘案し、平成 30 年度までに 10校程度を設置する予定 

○ 平成25年度実施対象校（計３校 平成27年４月設置） 

・ 府立西成高校（大阪市）、府立長吉高校（大阪市）、府立箕面東高校（箕面市） 

（※ 平成26年度以降も、順次対象校を指定） 


